
令和4年1月
大阪湾広域臨海環境整備センター

大阪湾圏域広域処理場整備基本計画変更（案）

（概要説明資料）
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大阪湾広域臨海環境整備センター

資料６



■目 的
①大阪湾圏域の広域処理対象区域から発生する廃棄物を適正に埋立処分し、
大阪湾圏域の生活環境の保全を図ること。

②埋立によってできた土地を活用して、港湾の秩序ある整備をし、地域の
均衡ある発展に寄与すること。

■広域処理対象区域

■広域処理場整備対象港湾

１．大阪湾フェニックス計画の概要
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■フェニックスセンターの主な業務

①港湾管理者の委託を受けて行う業務
・廃棄物埋立護岸の建設及び改良、維持その他の管理
・廃棄物埋立護岸における廃棄物による海面埋立てにより行う
土地の造成

②地方公共団体の委託を受けて行う業務
・一般廃棄物等の最終処分場の建設及び改良、維持その他の管理
・一般廃棄物等による海面埋立て
・搬入施設等の建設及び改良、維持その他の管理

③産業廃棄物の最終処分場の建設及び改良、維持その他の管理
並びに産業廃棄物による海面埋立て

１．大阪湾フェニックス計画の概要
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１．大阪湾フェニックス計画の概要

１期事業 ２期事業

尼崎沖埋立処分場 泉大津沖埋立処分場 神戸沖埋立処分場 大阪沖埋立処分場

管理型
安定型

管理型

安定型

管理型
管理型

１期事業

２期事業

R3.3末現在

■４つの埋立処分場の状況
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■フェニックス計画の経緯（１）

１．大阪湾フェニックス計画の概要

時期 内容

昭和56年12月 ｢広域臨海環境整備センター法｣の施行

昭和57年3月 ｢大阪湾広域臨海環境整備センター｣の設立

昭和60年12月 基本計画の大臣認可
泉大津沖埋立処分場・尼崎沖埋立処分場の位置づけ

平成2年1月 尼崎沖埋立処分場の受入開始

平成4年1月 泉大津沖埋立処分場の受入開始

平成9年3月 基本計画変更の大臣認可
神戸沖埋立処分場の位置づけ、受入対象区域の追加、
廃棄物の種類及び量の変更、埋立期間延伸

平成12年3月 基本計画変更の大臣認可
大阪沖埋立処分場の位置づけ、
廃棄物の種類及び量の変更、埋立期間延伸
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■フェニックス計画の経緯（２）

１．大阪湾フェニックス計画の概要

時期 内容
平成13年11月 基本計画変更の大臣認可

受入対象区域の追加、廃棄物の種類及び量の変更、
埋立期間延伸

平成13年12月 神戸沖埋立処分場の受入開始

平成18年3月 基本計画変更の大臣認可
受入対象区域の追加、廃棄物の種類及び量の変更、
埋立期間延伸

平成21年10月 大阪沖埋立処分場の受入開始
平成22年3月 基本計画変更の大臣認可

廃棄物の種類及び量の変更
平成24年3月 基本計画変更の大臣認可

廃棄物の種類及び量の変更、埋立期間延伸
平成30年3月 基本計画変更の大臣認可（現行計画）

廃棄物の種類及び量の変更、埋立期間延伸



２．基本計画の変更（案）の内容

■基本計画変更（案）の概要

（１）広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域の追加
・環境大臣が指定した広域処理対象区域に基づき、
奈良県山辺郡山添村を受入対象区域に追加

・兵庫県の篠山市の名称を丹波篠山市に変更（R元年５月の名称変更を受け）

（２）広域処理場の建設工事・海面埋立て期間の延伸（泉大津沖・尼崎沖）
・受入期間（Ｒ５⇒Ｒ７）
・護岸建設期間（Ｒ５⇒Ｒ９）
・埋立進捗率（体積補正）

（３）土地利用計画図面の更新（泉大津沖埋立処分場）

※（２）～（３）については基本計画資料－計画編－の修正
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■変更理由

（１）広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域の追加
近年、厳しい規制や地元理解が得られない等の理由により、全国的に新たな
処分場の建設が困難となっており、最終処分を取り巻く状況はますます厳し
くなっている。
奈良県山辺郡山添村から、自前処分場の終了に伴う要望を受け、環境省が、
令和３年１０月２８日に広域処理対象区域に同村の追加を告示したため、広
域処理対象区域は１６９市町村となった。この告示を受け、同村域から廃棄
物を受入れるため、受入対象区域の追加を行う必要がある。

※あわせて基本計画資料－計画編－においても必要な見直しを行う。

２．基本計画の変更（案）の内容



２．基本計画の変更（案）の内容

令和３年10月28日環境省告示第70号により、環境大臣が指定した広域処理対象区域に基づ
き、奈良県山辺郡山添村を受入対象区域に追加

（１）広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域の追加

奈良県山辺郡
山添村

※「広域処理対象区域」
１の都府県の区域をこえた廃棄物の広域的な処理が適当であり、かつ、その処理のた

めに海面埋立てを行うことが特に必要であると認められる区域として環境大臣が指定す
るもの（センター法第２条第２項）

諸元 データ

人口 3,350人（令和3年5月現在）

区域面積 66.52㎢

ごみ排出量 932トン（平成30年度）

最終処分量 111トン（平成30年度）

※現在、天理市に処理委託し、村
内にある同市処分場にて最終処分

丹波篠山市

篠山市→丹波篠山市



現状の陸上残土による残余容量（内水ポンド・覆土）を踏まえ、適正な事業計画に見直す。
・受入期間の延伸 （変更前）令和５年度 ⇒ （変更後）令和７年度
・廃棄物埋立護岸の建設（変更前）令和５年度 ⇒ （変更後）令和９年度
・埋立進捗率の見直し （体積補正の見直し）

（体積補正0.90→0.88）
（体積補正0.79→0.78）

【現 状】
現計画：受入期間・廃棄物埋立護岸建設期間の完成・終了時期 令和５年度
埋立状況・泉大津沖埋立処分場 管理型廃棄物：平成13年度受入終了

安定型廃棄物：令和２年度受入終了
残事業：管理型内水ポンド部の埋立 （陸上残土による埋立：約40万m3）

安定型の陸上残土による覆土 （陸上残土による埋立：約45万m3）

・尼崎沖埋立処分場 管理型廃棄物：平成13年度受入終了
安定型廃棄物：平成13年度受入終了
安定型覆土 ：令和3年5月終了

残事業：管理型内水ポンド部の埋立 （陸上残土による埋立：約18万m3）

（２）広域処理場の建設工事・海面埋立て期間の延伸（泉大津沖・尼崎沖）
（基本計画資料－計画編－の修正）

２．基本計画の変更（案）の内容



（３）土地利用計画図面の更新（泉大津沖埋立処分場）
（基本計画資料－計画編－の修正）

平成31年3月の 改訂に伴い、土地利用計画参考図を更新

現計画 更新後

２．基本計画の変更（案）の内容

更新後



３．基本計画変更スケジュール（イメージ）

4 6 7 9 10 12 1 3 4 6 7 9 10 12 1 3 4 9 10 3

広域処理
対象区域

基本計画

実施計画

事務手続き

事業実施
山添村受入開始

法定協議
・４港湾管理者
・６府県環境部局
・近畿地方整備局
・第５管区海上保安部

委託地方公共団体等への協議　

令和3年度 令和4年度 令和5年度
備　　考

関係者事前協議

（国交省・環境省等）

案作成

地港審

（各港湾管理者）

地環審

（各府県環境部局）

実施計画

受入実施

10/28 広域処理対象区域指定

（山添村）

センター事務手続き

協定・覚書

建設委託契約

廃棄物処理契約など

R4.7

認可

提出

関係者協議

事前協議

完了

R4.4頃

変更計画案

公表


